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告 示 

 

鳥取県告示第787号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に基づき、医療機関を指定したので、同法第55条の２の規

定により次のとおり告示する。 

 

平成20年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

名称 所在地 指定年月日 

ジャスコ日吉津店調剤薬局 西伯郡日吉津村大字日吉津1160－１ 平成20年10月17日 

ながすな薬局 米子市長砂町54－３ 平成20年10月30日 

みどり薬局 倉吉市東昭和町33－１ 平成20年11月１日 

上野医院 倉吉市東昭和町38 平成20年11月４日 

下田神経内科クリニック 鳥取市大工町頭33 平成20年11月17日 

                                                    

 

鳥取県告示第788号 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定に基づき、指定医療機関から診療所を廃止した旨の届

出があったので、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

 

平成20年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

名称 所在地 廃止年月日 

入沢歯科医院 日野郡日南町生山690 平成20年10月14日 

米子医療画像診療所 米子市河崎584－４ 平成20年10月21日 

                                                    

 

鳥取県告示第789号 

 平成21年度及び平成22年度において県が締結する測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサル

タントの業務（以下「測量等業務」という。）の契約に係る一般競争入札（地方公共団体の物品等又は特定役務

の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）の適用を受けるものを除く。以下同じ。）又は指名競争

入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）、その審査申請手続等について次のとおり定め

たので、告示する。 

 

平成20年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 入札参加資格 

入札参加資格は、入札への参加を希望する測量等業務の種別（別表に定めるところによる。以下「希望業

種」という。）ごとに、次に掲げる要件を満たす者に対して付与する。 

(１) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

(２) 平成19年４月１日から入札参加資格の審査の申請をする日（以下「申請日」という。）までの間に、希
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望業種に係る業務を完了し、成果品を納入した実績があること。 

(３) ２の(１)のコ又はサに定める納税証明書に未納税額がないこと。 

(４) ２の(１)により提出する書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこ

と。 

(５) 次に掲げる登録を受けていること。 

ア 希望業種のうち測量業務の入札参加資格を希望する者にあっては、測量法（昭和24年法律第188号）第

55条第１項の規定による測量業者としての登録 

イ 希望業種のうち建築関係建設コンサルタント業務の入札参加資格を希望する者にあっては、建築士法

（昭和25年法律第202号）第23条第１項の規定による建築士事務所の登録 

ウ 希望業種のうち補償関係コンサルタント業務の不動産鑑定の入札参加資格を希望する者にあっては、不

動産の鑑定評価に関する法律（昭和38年法律第152号）第22条第１項の規定による不動産鑑定業者の登録 

(６) 知事から鳥取県建設工事等入札参加資格者資格停止要綱（平成20年５月１日付第200700191955号県土整

備部長通知）に基づく資格停止等の措置を受けていないこと。 

２ 申請手続 

(１) 提出書類 

  入札参加資格の付与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。 

ア 測量等業務入札参加資格審査申請書（様式第１号） 

イ 総括表（様式第２号） 

ウ 登録営業所一覧表（様式第３号） 

エ 測量等業務実績調書（様式第４号）並びに当該調書に記載した業務に係る契約書及び同契約が完了した

ことを証する書類 

オ 法人にあっては平成20年10月１日の属する営業年度の直前の営業年度（以下「直前１年」という。）の

貸借対照表、損益計算書及び利益処分（損失処理）に関する書類、個人にあっては直前１年の貸借対照表

及び損益計算書 

カ 法人にあっては商業登記簿の謄本又は当該法人の登記事項証明書、個人にあっては当該個人の住民票の

抄本（申請日前３月以内に発行されたものに限る。） 

キ １の(５)の登録を受けている場合にあっては、その登録の証明書 

ク 建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の登録を受けている場合に

あっては、申請日において最新の建設コンサルタント現況報告書（同告示様式第18号）に確認印を受けた

副本の写し 

ケ 入札の参加等の権限の委任状（年間を通じて委任する場合に限る。） 

コ 県内に主たる事務所を有する者及び県外に主たる事務所を有し県内に事務所又は事業所を有する者のう

ち、法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税（延滞金及び加算金を含む。サにおいて同じ。）に未

納がないことを証する納税証明書（国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令第28号）別紙第９号書式（以

下「第９号書式」という。）その３の３）並びに鳥取県の県税（延滞金及び加算金を含み、地方消費税を

除く。）に未納がないことを証する納税証明書、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税（延滞金

及び加算金を含む。サにおいて同じ。）に未納がないことを証する納税証明書（第９号書式その３の２）

並びに鳥取県の県税（延滞金及び加算金を含み、個人県民税及び地方消費税を除く。）に未納がないこと

を証する納税証明書（いずれも平成20年４月１日から申請日までの間に交付されたものに限る。）  

サ コに該当しない者のうち、法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納

税証明書（第９号書式その３の３）、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税に未納がないことを

証する納税証明書（第９号書式その３の２）（いずれも平成20年４月１日から申請日までの間に交付され

たものに限る。） 

シ  様式第１号から様式第４号及び提出書類一覧表の電子データ（鳥取県ホームペー ジ

（http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=32810）から入手し、作成したエクセルファイルに限
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る。なお、ファイル形式は、Excel2007以外の形式とし、フレキシブルディスクカートリッジ（ＦＤ）又

は光ディスク（ＣＤ－Ｒ）で提出するものとする。） 

(２) 提出期間 

    次に掲げる期間及び時間とする。ただし、一般競争入札の参加資格を希望する者にあっては、知事が別に

定める期間においても、提出することができる。なお、資格停止等の措置を受けている期間中であっても提

出を妨げるものではない。 

    平成20年12月３日（水）から平成21年１月30日（金）までの日（鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥

取県条例第５号）に規定する鳥取県の休日を除く。）の午前９時から午後４時まで 

    ただし、知事が特別な理由があると認めるときは、当該期間以外の期間に提出することができる。 

(３) 提出方法 

   (４)の提出先に持参、郵便又は信書便（民間事業者による信書の送達に関する法律（平成14年法律第99

号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者又は同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２

項に規定する信書便をいう。以下同じ。）により提出すること。 

なお、郵便又は信書便による場合は、書留郵便又はこれに準ずる信書便の役務によることとし、平成21年

１月30日（金）の午後４時までに到着したものに限り受け付ける。 

(４) 提出先 

   鳥取県県土整備部技術企画課企画担当（〒680－8570 鳥取市東町一丁目220 電話0857－26－7808） 

(５)  その他 

    この告示に記載されていない事項については、平成21年度及び平成22年度鳥取県測量等業務入札参加資格

審査申請手続等説明書によるものとし、当該説明書は、平成20年12月３日（水）から平成21年１月30日

（金）までの間に鳥取県ホームページ（http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=32810）から入手

するものとする。 

３ 更生会社又は再生会社の入札参加資格 

  平成20年10月１日以後に会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の決定が行われた者又は

民事再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の決定が行われた者については、当該更生手続開始

の日又は当該再生手続開始の日を審査基準日として入札参加資格を付与するものとする。この場合において、

その者に既に入札参加資格が付与されているときは、入札参加資格の再認定を申し出なければならない。 

４ 審査結果の通知 

  入札参加資格の審査結果については、文書により通知する。 

５ 入札参加資格の有効期間 

  入札参加資格を付与された日から平成23年３月31日（次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める日）ま

でとする。 

(１)  入札参加資格を付与された者が、１に掲げる要件のいずれかに該当しないことになった場合  知事が当

該事実を確認した日の前日 

(２)  平成23年度及び平成24年度の測量等業務の入札参加資格、その審査申請手続等が平成23年２月１日まで

に告示されない場合  当該告示の日から起算して60日を経過した日 
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別表

＜希望業務の確認＞

地
測 地 航 建 意 構 暖 衛 電 建 機 電 調 河 港 電 道 鉄 上 下 農 森 水 造 都 地 土 鋼 ト 施 建 建 電 交 環 経 分 宅 電 計 資 施 土 土 物 機 営 事 補 総 不 登
量 図 空 築 匠 造 冷 生 気 築 械 気 査 川 湾 力 路 道 水 水 業 林 産 園 市 質 質 構 ン 工 設 設 気 通 境 済 析 地 算 算 料 工 地 地 件 械 業 業 償 合 動 記

希 一 の 測 一 房 積 積 積 ・ 及 土 道 道 土 土 土 計 及 造 ネ 計 環 機 ・ 量 調 調 ・ 造 関 業 等 管 質 調 評 工 補 損 関 補 産 手
般 調 量 般 算 算 算 砂 び 木 及 木 木 木 画 び 及 ル 画 境 械 電 調 査 査 解 成 係 務 整 理 査 価 作 償 失 連 償 鑑 続

整 防 空 び 及 基 び ・ 子 査 析 理 物 ・ 定 等
及 港 工 び 礎 コ 施 調 特

望 び 業 地 ン 工 殊
海 用 方 ク 設 補
岸 水 計 リ 備 査 償

画 ｜ 及
業 ト び

積 業
算

務 務

注意事項 1 「測量業務」は、測量法第55条第１項の規定による測量業者の登録がなければ希望することはできません。

2 「建築関係建設コンサルタント業務」は、建築士法第23条第１項の規定による建築士事務所の登録がなければ希望することはできません。

3 「補償関係コンサルタント業務」の「不動産鑑定」は、不動産の鑑定評価に関する法律第22条第１項の規定による不動産鑑定業者の登録がなければ希望することはできません。

希望
業種

建築関係建設コンサルタント業務 補償関係コンサルタント業務測量業務 土　木　関　係　建　設　コ　ン　サ　ル　タ　ン　ト　業　務

様式第１号

　鳥取県知事　平井　伸治　様

平成２１年度及び平成２２年度において、鳥取県で行われる測量等業務に係る入札に参加したいので、次のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

年 月 日

申

請

者

※  「有」の場合、様式第３号により登録すること。

測 量 等 業 務 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 書 受付番号
※記入不要

郵 便 番 号

住 所 又 は 主 た る
事 務 所 の 所 在 地

（ フ リ ガ ナ ）
商 号 又 は 名 称

－

（ フ リ ガ ナ ）
代 表 者 職 氏 名

役職名 氏名

電 話 番 号 電 子 メ ー ル ア ド レ ス

フ ァ ク シ ミ リ 番 号
電子入札コアシステム対応認証局ＩＣ
カ ー ド 保 有 の 有 無

（ フ リ ガ ナ ）
担 当 者 職 氏 名

役職名 氏名

営 業 所 登 録 の 有 無

印
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様式第２号

＜希望業務の確認＞

地
測 地 航 建 意 構 暖 衛 電 建 機 電 調 河 港 電 道 鉄 上 下 農 森 水 造 都 地 土 鋼 ト 施 建 建 電 交 環 経 分 宅 電 計 資 施 土 土 物 機 営 事 補 総 不 登
量 図 空 築 匠 造 冷 生 気 築 械 気 査 川 湾 力 路 道 水 水 業 林 産 園 市 質 質 構 ン 工 設 設 気 通 境 済 析 地 算 算 料 工 地 地 件 械 業 業 償 合 動 記

希 一 の 測 一 房 積 積 積 ・ 及 土 道 道 土 土 土 計 及 造 ネ 計 環 機 ・ 量 調 調 ・ 造 関 業 等 管 質 調 評 工 補 損 関 補 産 手
般 調 量 般 算 算 算 砂 び 木 及 木 木 木 画 び 及 ル 画 境 械 電 調 査 査 解 成 係 務 整 理 査 価 作 償 失 連 償 鑑 続

整 防 空 び 及 基 び ・ 子 査 析 理 物 ・ 定 等
及 港 工 び 礎 コ 施 調 特

望 び 業 地 ン 工 殊
海 用 方 ク 設 補
岸 水 計 リ 備 査 償

画 ｜ 及
業 ト び

積 業
算

務 務

注意事項 1 「測量業務」は、測量法第55条第１項の規定による測量業者の登録がなければ希望することはできません。

2 「建築関係建設コンサルタント業務」は、建築士法第23条第１項の規定による建築士事務所の登録がなければ希望することはできません。

3 「補償関係コンサルタント業務」の「不動産鑑定」は、不動産の鑑定評価に関する法律第22条第１項の規定による不動産鑑定業者の登録がなければ希望することはできません。

4 「希望」の欄には、入札参加を希望する業務に○印を記入すること。

総　　　　　　　　　　　　括　　　　　　　　　　　　表

希
望

測量業務 建築関係建設コンサルタント業務 土　木　関　係　建　設　コ　ン　サ　ル　タ　ン　ト　業　務 補償関係コンサルタント業務

希
望

 

＜営業年数等＞ ＜常勤の職員数（人）＞

年 月 日 か ら
年 月 日 ま で

※  ②は、①の内数とする。

＜測量等業務実績高＞

＜業者登録の状況＞ 入　札　参　加　資　格 年 月 か ら 年 月 か ら
第 号 第 号 希　望　業　種　区　分 年 月 ま で 年 月 ま で

年 月 日 年 月 日 （千円） （千円）
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
第 号 第 号

年 月 日 年 月 日
第 号

年 月 日

＜有資格者（人）＞

記載要領

創 業 年 月 日 技術職員 事務職員 計①

休 業 又 は 転 ( 廃 ) 業 の 期 間

現 組 織 へ の 変 更 年 月 日 役職員等②

営 業 年 数 年

資 本 金 千円

直　前　１　年　分　決　算

測 量 建 築 士 事 務 所

建設コンサルタント 土 地 家 屋 調 査 士 測量業務

地 質 調 査 計 量 証 明 事 業 者
建築関係建設

コンサルタント業務

補償コンサルタント 不 動 産 鑑 定 業 者
土木関係建設

コンサルタント業務

司 法 書 士 地質調査業務

補償関係
コンサルタント業務

その他

合計

一級建築士 二級建築士 建 築 設 備 士
建 築 積 算

測 量 士 測 量 士 補
一級電気工事 二級電気工事 一 級 管 工 事 二 級 管 工 事

環 境 計 量 士
資 格 者 施工管理技士 施工管理技士 施工管理技士 施工管理技士 管 理 技 士 管 理 技 士

一級土木施工 二級土木施工

不 動 産 不 動 産 土 地 家 屋
司 法 書 士

技 術 士
鑑 定 士 鑑 定 士 補 調 査 士 建 設 部 門 農 業 部 門 森 林 部 門 水 産 部 門 上下水道部門 衛生工学部門 電気電子部門 機 械 部 門 情報工学部門

技 術 士 第 一 種 電 気 第一種電送交 線 路 主 任
Ｒ Ｃ Ｃ Ｍ

地 質 調 査 補 償 業 務 公 共 用 地 合 計 純 計
地質調査 主 任 技 術 者 換主任技術者 技 術 者 技 士 管 理 士 経 験 者 （ 延 人 員 ） （ 実 人 員 ）

　有資格者欄の記入に当たっては、技術士の建設部門については「土質及び基礎」以外の選択科目、地質調査については建設部門のうち「土質及び基礎」又は応用理学部門のうち
「地質」の選択科目を選択した者を計上すること。
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様式第３号

契約権限

契約権限

記載要領
    1 契約権限の有無を記入し、委任状等を添付すること。「無」の場合は、原則登録しないこと。
    2 「委任先」の欄には、申請する業種ごとに委任先として指定する主たる事務所又は営業所について記入することとし、主たる事務所を希望する場合は

 「1」、営業所（その１）を希望する場合は「2」、営業所（その２）を希望する場合は「3」を記入すること。なお、複数記入は、認めない。

登 録 営 業 所 一 覧 表

委任
先

測 量
建築関係建設 土木関係建設

地質調査
補償関係

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

郵 便 番 号 －

所 在 地

（ フ リ ガ ナ ）
名 称営業所（その１）

（ フ リ ガ ナ ）
代 表 者 職 氏 名

役職名 氏名

電 話 番 号 電子メールアドレス

フ ァ ク シ ミ リ 番 号
電子入札コアシステム対応認証局

ＩＣカード保有の有無

郵 便 番 号

所 在 地

（ フ リ ガ ナ ）
名 称

－

営業所（その２）

（ フ リ ガ ナ ）
代 表 者 職 氏 名

役職名 氏名

電 話 番 号 電子メールアドレス

フ ァ ク シ ミ リ 番 号
電子入札コアシステム対応認証局

ＩＣカード保有の有無

印

印

 

様式第４号

（希望業種区分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

（希望業種区分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

（希望業種区分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

千円 年 月
(うち 千円) 年 月

記載要領
   1  入札参加を希望する業種の別に作成することとし、４業種以上登録する場合は、２枚に分けて記載すること。
   2  平成19年４月1日から申請日までの間に契約した業務が完了し、成果品を納入した業務について、代表的なもの（３件を限度とする。）を記載すること。
   3  下請については、「注文者」の欄には元請業者名を記載し、「件名」の欄には下請件名を記載すること。
   4  「測量等対象の規模等」の欄には、例えば、測量の面積・精度等又は設計の階数・構造・延べ面積等を記載すること。
   5  複数業種にまたがる契約の場合は、「請負代金の額」の欄の上段に契約の全体額を、下段に該当業務に係る金額を記入すること。この場合、当該契約に該当業務が含まれていることが 

  確認できる書類（仕様書等）を添付すること。

(総ページ数) (当該頁)

測 量 等 業 務 実 績 調 書 中の

注 文 者
元請又は

下請の区別
件 名 測量等対象の規模等

業務履行場所のある
都道府県名 請 負 代 金 の 額

着 手 年 月

完 成 年 月

注 文 者
元請又は

下請の区別
件 名 測量等対象の規模等

業務履行場所のある
都道府県名 請 負 代 金 の 額

着 手 年 月

完 成 年 月

注 文 者
元請又は

下請の区別
件 名 測量等対象の規模等

業務履行場所のある
都道府県名 請 負 代 金 の 額

着 手 年 月

完 成 年 月
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鳥取県告示第790号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、県道の区域を次のように変更したので、同項

の規定により告示する。 

その関係図面は、平成20年12月２日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）におい

て一般の縦覧に供する。 

 

平成20年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

路線名 
変 更

前後別
区     間 

敷地の幅員 

（メートル） 

敷地の延長 

（メートル）

変更前
鳥取市河原町高福字長通り776－９地先から

同字780地先まで 
19.9～26.1 62.0

河原インター線 

変更後
八頭郡八頭町西御門字隅ノ内270－１地先か

ら鳥取市河原町高福字長通り780地先まで 
9.5～110.2 6,336.0

                                                    

 

鳥取県告示第791号 

 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づき、浸水想定区域を指定したので、同条第３項の

規定により当該区域及び浸水した場合に想定される水深を次のとおり告示する。 

 

平成20年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 浸水想定区域を指定した河川の名称 

  二級河川橋津川水系東郷池 

２ 指定の区域及び浸水した場合に想定される水深 

  次の図のとおり。 

（「次の図」は、省略し、その図面を鳥取県県土整備部河川課及び鳥取県中部総合事務所県土整備局に備え置

いて閲覧に供する。） 

                                                    

 

鳥取県告示第792号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜地

崩壊危険区域として次の区域を指定する。 

 その関係図面は、鳥取県県土整備部治山砂防課及び八頭総合事務所県土整備局において一般の縦覧に供する。 

 

平成20年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 名称 

  大江第三地区急傾斜地崩壊危険区域       

２ 区域 
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  次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱16号までを順次に直線で結んだ線及び標柱１号と標柱16号

を結んだ直線に囲まれた区域 

   土     地                  標  柱           

 八頭郡八頭町大江字中谷下モ分505地先道路敷       １号 

 八頭郡八頭町大江字首タワ1891        ２号 

 八頭郡八頭町大江字紙屋谷口上ヱ1910        ３号 

 八頭郡八頭町大江字紙屋谷口上ヱ1911        ４号 

 八頭郡八頭町大江字荒神ノ元276－１        ５号 

 八頭郡八頭町大江字荒神ノ元273地先道路敷       ６号 

 八頭郡八頭町大江字岡233         ７号 

 八頭郡八頭町大江字岡230地先水路敷        ８号 

 八頭郡八頭町大江字紙屋谷口上ヱ1906        ９号 

 八頭郡八頭町大江字田中土居462        10号 

 八頭郡八頭町大江字田中土居481        11号 

 八頭郡八頭町大江字田中土居488        12号 

 八頭郡八頭町大江字朽谷土居835地先水路敷       13号 

 八頭郡八頭町大江字朽谷土居830        14号 

 八頭郡八頭町大江字朽谷土居799        15号 

  八頭郡八頭町大江字神山下モ分1712        16号 

                                                    

 

鳥取県告示第793号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規

定に基づき次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域に指定するので、同条第４項の規定により告示する。 

 

平成20年12月２日 

鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１ 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称 

    鳥取市 

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

    急傾斜地の崩壊 

３ 土砂災害警戒区域の名称 

法楽寺Ｃ地区（Ⅱ－2220） 

４ 土砂災害警戒区域の表示 

    次の図のとおり。 

（「次の図」は省略し、その図面を鳥取県県土整備部治山砂防課及び東部総合事務所県土整備局並びに鳥取市

役所に備え置いて縦覧に供する。） 

                                                    

 

鳥取県告示第794号 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規

定に基づき次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域に指定するので、同条第４項の規定により告示する。 

 

平成20年12月２日 
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鳥取県知事 平 井 伸 治   

 

１(１) 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称 

     米子市 

 (２) 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

     土石流 

 (３) 土砂災害警戒区域の名称 

東美谷（Ⅰ－２－26－32－２）、高井谷（Ⅰ－２－26－32－６）、大更川（Ⅰ－２－26－32－12）、高井谷

ⅰ（Ⅱ－２－26－32－５）、高井谷ⅱ（Ⅱ－２－26－32－６） 

(４) 土砂災害警戒区域の表示 

     次の図のとおり。 

２(１) 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称 

     米子市 

 (２) 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

     急傾斜地の崩壊 

 (３) 土砂災害警戒区域の名称 

稲吉（Ⅰ－950）、高井谷（Ⅰ－951）、石州府（Ⅰ－1540）、稲吉３（Ⅱ－3024） 

 (４) 土砂災害警戒区域の表示 

     次の図のとおり。 

（「次の図」は省略し、その図面を鳥取県県土整備部治山砂防課及び西部総合事務所県土整備局並びに米子市

役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 


